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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

３ 第110期中の「潜在株式調整後１株当たり中間純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載し

ておりません。また、第112期中の「潜在株式調整後１株当たり中間純利益」については、１株当たり中間純損失を計上

しているため記載しておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

  

回次 第110期中 第111期中 第112期中 第110期 第111期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 53,640 54,073 59,979 108,209 107,779 

経常利益 (百万円) 824 1,015 757 2,127 2,260 

中間（当期）純利益 
又は中間純損失(△) 

(百万円) 289 415 △67 856 1,147

純資産額 (百万円) 31,061 31,559 39,120 31,335 32,458 

総資産額 (百万円) 60,423 62,104 77,985 60,573 62,130 

１株当たり純資産額 (円) 246.89 250.92 262.86 249.14 258.16 

１株当たり 
中間（当期）純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) 2.30 3.31 △0.49 6.81 9.12

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― 3.30 ― 6.81 9.12

自己資本比率 (％) 51.4 50.8 50.2 51.7 52.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,252 3,938 4,417 4,926 6,376

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,392 △1,002 △152 △1,892 △2,724

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 512 △772 △724 △1,186 △1,312

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 2,891 5,622 9,539 3,377 5,933

従業員数 (名) 3,343 3,293 3,528 3,292 3,326 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」につい

ては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

  

回次 第110期中 第111期中 第112期中 第110期 第111期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 41,713 41,606 50,586 83,816 83,504 

経常利益又は 
経常損失（△） 

(百万円) △376 175 73 407 688

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △295 65 △95 121 623

資本金 (百万円) 10,331 10,331 10,331 10,331 10,331 

発行済株式総数 (千株) 126,724 126,724 148,728 126,724 126,724 

純資産額 (百万円) 29,611 29,323 35,872 29,640 29,476 

総資産額 (百万円) 55,400 54,333 67,423 54,849 54,082 

１株当たり配当額 (円) 3.00 3.00 ― 6.00 6.00

自己資本比率 (％) 53.5 54.0 53.2 54.0 54.5 

従業員数 (名) 1,406 1,351 1,601 1,346 1,351 



２ 【事業の内容】 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む各事業の内容及び製品と主要な関係会社は、概ね次のとおりであり

ます。なお、グローバルな競争激化が予想される企業ネットワーク市場のＩＰテレフォニー領域において、日本電気

㈱のＩＰネットワーク技術と当社の通信端末技術の融合・強化、ＩＰテレフォニー製品の開発の効率化、スピードア

ップを図り、より競争力の高い製品を市場に投入していくため、会社分割により、日本電気㈱のＩＰテレフォニー製

品の開発・製造に係る事業を当社に統合いたしました。統合いたしました新事業は、ｉ-コミュニケーション システ

ムに含んでおります。 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、㈱ネットウィン（連結子会社）の全株式を平成18年６月に、NEC Infrontia B.V.

（連結子会社）の全株式を平成18年７月に売却しております。また、NEC Infrontia(Europe)GmbH（連結子会社）

事業名称 主要事業及び製品名 関係会社名称 

ｉ-コミュニケーショ
ン システム

キーテレフォン 

ＩＰテレフォニー 

単独電話機 等 

当社、NECインフロンティア東北㈱ 

㈱エヌ・エヌ・ティ 

㈱インフロンティア アメニティズ 

NEC Infrontia, Inc. 

NEC Infrontia Thai Ltd. 

NEC Infrontia (H.K.) Co., Ltd. 

NEC Infrontia Ltd. 

NEC Infrontia Asia Pacific Sdn. Bhd. 

NEC Infrontia Asia Pacific (Shanghai)Ltd. 

                その他３社 

（持分法適用関係会社） 

  ACTIVE VOICE,LLC 

ｉ-アプライアンス ＰＯＳシステム 

ハンディターミナル 

据置／モバイル決済端末 

業務用ＰＤＡ、Ｗｅｂ端末 

無線ＬＡＮ関連機器 

バーコードリーダ 

ＩＣカードリーダ／ライタ 

 データ通信カード 等  

当社、NECインフロンティア東北㈱ 

㈱インフロンティア アメニティズ 

NEC Infrontia, Inc. 

NEC Infrontia B.V. 

NEC Infrontia (H.K.) Co., Ltd. 

（持分法適用関係会社） 

  HEE-TECH Co.,LTD. 

ｉ-ソリューション 業務ソリューション 

 官公庁向けシステム 

 福祉／医療システム 

 製造業向けシステム 

 サービス業向けシステム 

 流通業向けシステム 

 ＪＲ／交通向けシステム 

 デビット／クレジットカー
ドシステム 

メッセージソリューション 

 ＣＴＩシステム 

 ネットワークシステム 

 セキュリティシステム 等 

当社、NECインフロンティア システムサービス㈱ 

㈱インフロンティア アメニティズ 

㈱ネットウィン 

（持分法適用関係会社） 

 オー・エイ・エス㈱ 

 ㈱コンピュータシステム研究所 

  



は、平成18年８月に清算を結了しております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年９月30日現在) 

(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業

人員数であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年９月30日現在) 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

ｉ-コミュニケーション システム事業 1,825 

ｉ-アプライアンス事業 601 

ｉ-ソリューション事業 988 

全社(共通) 114 

合計 3,528 

従業員数(名) 1,601 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により、設備投資が増加するなど、全体として景気

の回復が進むなかで推移いたしましたが、当社グループのマーケットである中堅・中小企業においては、未だ景気

の回復感は薄い状況の下で推移いたしました。 

当社は、日本電気株式会社の「ＩＴネットワーク統合ソリューション事業」の一翼を担う中核会社として、同社

との一体的な事業運営を強化するため、本年５月に株式交換により日本電気株式会社の完全子会社となりました。 

また、グローバルな競争激化が予想される企業ネットワーク市場のＩＰテレフォニー領域において、日本電気株

式会社のＩＰネットワーク技術と当社の通信端末技術の融合・強化、ＩＰテレフォニー製品の開発の効率化、スピ

ードアップを図り、より競争力の高い製品を市場に投入していくため、本年７月に会社分割により、日本電気株式

会社のＩＰテレフォニー製品の開発・製造に係る事業を当社に統合いたしました。 

当社グループは、ＩＰ対応キーテレフォンシステム、ＰＯＳシステム、セキュリティシステム、さらに７月から

は事業統合により加わったビジネス用ＰＢＸ（テレフォニーサーバ・ＰＢＸ・ルーター等）の拡販に努めるととも

に、事業の構造改革・コア事業の体制強化に努めてまいりました。 

当中間連結会計期間における連結売上高は、ＰＯＳシステム関連で大口の受注を獲得することができましたが、

ｉ-ソリューション事業の売上が減少したことから、前年同期に比べ59億6百万円増の599億7千9百万円（前年同期比

10.9％増）となりました。 

利益面では、ｉ-コミュニケーション システム事業は、キーテレフォン事業の構造改革、ビジネス用ＰＢＸの売

上が加わったことなどにより増益となりましたが、ｉ-アプライアンス事業及びｉ‐ソリューション事業の損益が悪

化したことから、中間連結経常利益は、前年同期に比べ2億5千7百万円減の7億5千7百万円（前年同期比25.4％減）

となりました。また、中間連結純利益は、子会社の退職給付債務の算定方法の変更による特別損失の発生等によ

り、前年同期に比べ4億8千3百万円減の6千7百万円の損失（前年同期は4億1千5百万円の利益）となりました。 

  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

なお、各事業の売上高及び営業利益には、事業間の売上高及び営業利益が含まれております。 

  

[ｉ-コミュニケーション システム事業] 

ｉ-コミュニケーション システム事業におきましては、国内市場にて、平成18年５月のＳＩＰ対応ＰＢＸ用新電

話機の発売、７月の「Ａｓｐｉｒｅ」機能強化版リリースなどにより、市場全体が厳しい中で堅調な売上を確保す

ることが出来ました。また、通報装置関連では、平成18年６月に大手警備会社向けにＩＰ対応のマンション端末の

納入を開始いたしました。 

北米市場においては、平成18年２月より販売開始しました「ＩＰＫⅡ」、平成18年７月販売開始の「ＤＳＸ８０

／１６０」により、上半期で過去最高の売上台数を記録いたしました。平成18年度第１四半期のシェアにおいても

第１位を保持しております。 

欧州市場では、「Ａｓｐｉｒｅ」、「ＴＯＰＡＺ」の機能強化版を継続してリリースするとともに、欧州での新

販売拠点であるＮＥＣ フィリップス ユニファイド ソリューションズ社向けに機能強化版を投入し販売拡大に努め

ました。 

豪州市場については、平成18年７月に同市場に対応した「ＩＰＫⅡ」を投入いたしました。 

また、今後の発展が期待されるアジア市場では、対象マーケットの拡大を狙い「ＴＯＰＡＺ」の小容量バージョ



ンである「ＴＯＰＡＺ Ｌｉｔｅ」を平成18年９月にリリースし販売拡大を図りました。 

なお、当事業においては、先に記載しておりますとおり、平成18年７月、日本電気株式会社との事業統合によ

り、同社のＩＰテレフォニーサーバを中心とする事業が加わりました。 

この新事業においては、ＳＩＰ対応テレフォニーサーバ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＳＶ７０００」並びに中大容量Ｉ

Ｐ－ＰＢＸ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＡＰＥＸ７６００ｉ」のネットワーク機能やセキュリティ機能、モバイル機能等

の強化、ゲートウェイ製品等の製品ラインナップの増強をはかり、また小容量ＩＰ－ＰＢＸ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ

ＡＰＥＸ３６００ｉ」ではＳＩＰ機能等の機能強化を実施いたしました。これらによりＩＰテレフォニー分野での

国内シェア１位を継続確保し、また大手企業や自治体からの大型受注を獲得することが出来ました。 

また海外市場においても、「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＳＶ７０００」や中大容量ＩＰ－ＰＢＸ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ

ＮＥＡＸ２４００ＩＰＸ」、並びに小容量ＩＰ－ＰＢＸ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＮＥＡＸ２０００ＩＰＳ」で、北

米、欧州、アジア大洋州地域等の地域特性に応じた機能強化、製品増強を実施いたしました。特に欧州市場に対し

ては、欧州特有のニーズに対応した機能強化を実施したほか、平成18年４月に設立されたＮＥＣ フィリップス ユ

ニファイド ソリューションズ社と連携し、売上拡大に努めて参りました。 

当事業の売上高は、タイでのＯＥＭ事業が減少したほか、企業向けＩＰテレフォニー業界での世界規模での競争

激化はあったものの事業統合による売上増により、前年同期に比べ43億5百万円増の283億3千7百万円（前年同期比

17.9％増）となり、営業利益では、前年同期に比べ6億1千1百万円増の11億3千5百万円（前年同期比116.6％増）と

なりました。 

  

[ｉ-アプライアンス事業] 

ｉ-アプライアンス事業におきましては、大手総合スーパー向けＰＯＳシステム及び大手コンビニ向け発注端末の

全国展開がピークを迎え、売上が大幅に増加しました。 

また、高い堅牢性や機密性に加え、オープンな開発環境や人間工学に基づいた使いやすさなど、幅広いシーンで

の利便性を追求したハンディターミナル「ＴＯＵＧＨＰＲＯ（タフプロ）」を発売しました。さまざまな過酷な環

境での利用を想定した堅牢性や使い勝手の良さなど、従来機で好評であった特長をさらに強化するとともに、昨今

重要視されている個人情報や企業秘密といった機密性の高いデータを保護するためのセキュリティ機能を新たに搭

載しています。 

当事業の売上高は、主要機種が機種交替の時期にあったことなどにより売上が伸び悩みましたが、ＰＨＳ端末等

が堅調に売上をあげ、また、ＰＯＳシステム関連で大口の受注があったこともあり、前年同期に比べ17億7千5百万

円増の168億3千6百万円(前年同期比11.8％増)となりました。営業利益では、ＰＯＳシステムの粗利益率が低下した

ため、前年同期に比べ3億4千7百万円減の5千4百万円（前年同期比86.5％減）となりました。 

  

[ｉ-ソリューション事業] 

ｉ-ソリューション事業におきましては、官公庁、製造業、金融業、流通業、サービスステーション、ＪＲ・交通

など様々な業種・業態別に、キーテレフォンシステム、ＰＯＳシステム、各種端末等の自社商品を核とした各種ソ

リューションの提供により、お客様のニーズに応える営業活動に努めてまいりました。 

こうしたなか、主力のキーテレフォンシステム「Ａｓｐｉｒｅ」については、市場全体が伸び悩むなか、携帯電

話の内線収容、ＰＨＳを活用したモバイルソリューション、ＩＰネットワークソリューション等の積極的な展開に

よる拡販等の結果、前年同期を若干上回ることができました。 

当中間連結会計期間においては、外食市場向けの新ＰＯＳシステム、セルフオーダー端末、本部システム等の新

製品のリリースによる下期以降の展開に向けた土台作りを行いました。 

サービスステーション向けでは、石油元売りへの積極的な展開により、次期大規模システムの受注を獲得いたし

ました。また、各種業務用小型端末については、新製品を投入しフェリカ決済による決済市場拡大への取り組みを



行いました。 

利益に関しては、原価低減及び経費削減等の営業効率改善により、損益の改善に努めました。 

以上により、当事業の売上高は、大手外食顧客に対する大口展開があった前年同期に比べ46億1千6百万円減の288

億1千3百万円（前年同期比13.8％減）となりました。営業利益では、売上減の影響から、前年同期に比べ4億5千2百

万円減の8億6千4百万円（前年同期比34.4％減）となりました。 

  

②所在地別のセグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

〔国内〕 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により、設備投資が増加するなど、全体として景気

の回復が進むなかで推移いたしましたが、当社グループのマーケットである中堅・中小企業においては、未だ景気

の回復感は薄い状況の下で推移いたしました。 

そのなか、国内の事業の種類別セグメント別では、前掲しておりますとおり、ＩＰ対応キーテレフォンシステ

ム、ＰＯＳシステム、セキュリティシステム、さらに７月からは、日本電気㈱との事業統合により加わったビジネ

ス用ＰＢＸ（テレフォニーサーバ・ＰＢＸ・ルーター等）の拡販に努めるとともに、事業の構造改革、コア事業の

体制強化にも努めてまいりました。また、原価低減及び経費削減等の営業効率改善も行ってまいりました。 

この結果、売上高はＰＯＳシステムの大型受注、日本電気株式会社からの事業統合等があったものの、前年度の

売上に貢献した大手外食顧客に対する大口展開のような案件がなかったこともあり、前年同期に比べ74億7千6百万

円増の531億6千4百万円（前年同期比16.4％増）となりました。 

営業利益については、ＰＯＳシステムの粗利益率の低下等があり、前年同期に比べ6億4千1百万円減の7億7千1百

万円（前年同期比45.4％減）となりました。 

  

〔北米地域〕 

北米市場においては、個人消費、設備投資の伸び率が鈍化しております。そのなか、平成18年２月より販売開始

しました「ＩＰＫⅡ」、平成18年７月販売開始の「ＤＳＸ８０／１６０」により、上半期で過去最高の売上台数を

記録いたしました。平成18年度第１四半期のシェアにおいても第１位を保持しております。 

この結果、売上高は前年同期に比べ3千8百万円増の55億3千4百万円（前年同期比0.7％増）となりましたが、営業

利益については、研究開発費の増加があり、前年同期に比べ1千9百万円減の2億3千万円（前年同期比7.7％減）とな

りました。 

  

〔欧州地域〕 

欧州市場では、「Ａｓｐｉｒｅ」、「ＴＯＰＡＺ」の機能強化版を継続してリリースするとともに、欧州での新

販売拠点であるＮＥＣ フィリップス ユニファイド ソリューションズ社向けに機能強化版を投入し販売拡大に努め

ました。しかしながら、欧州地域での景気の減速感もあり、売上高は前年同期に比べ6千4百万円減の14億8千5百万

円（前年同期比4.2％減）となりました。また、営業損益については、積極的な拡販策を実施し、販管費が増加した

こともあり、7千4百万円の損失（前年同期は5百万円の損失）となりました。 

  

〔アジア地域〕 

アジア市場では、中国、東南アジアなどの市場で順調な伸びが続いております。生産面においては、当社の主力

工場のあるタイ国で発生した政治不安の影響もなく、また、日本国内等のキーテレフォン販売が好調なことから、

生産現地法人の業績は順調に推移しました。また、販売面においては、今後の発展が期待される当市場向けに、対

象マーケットの拡大を狙い「ＴＯＰＡＺ」の小容量バージョンである「ＴＯＰＡＺ Ｌｉｔｅ」を平成18年９月に

リリースし販売拡大を図りました。 



その結果、当地域の売上高は、前年同期に比べ1億4千7百万円増の109億9百万円（前年同期比1.4％増）となり、

営業利益については、前年同期に比べ1億6千7百万円増の7億8千6百万円（前年同期比27.0％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末（平成18年３月末）

に比べて、36億5百万円増加し、95億3千9百万円となりました。なお、これには当中間連結会計期間末における為替

相場変動の資金に対する影響額6千5百万円（増加要因）が含まれております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末の営業活動により増加した資金は、44億1千7百万円（前年同期比4億7千9百万円増）となり

ました。これは、資金の増加要因として、税金等調整前中間純利益3億9百万円、仕入債務の増加額81億4千6百万

円、減価償却費等17億8千7百万円、退職給付引当金の増加額6億8千2百万円、たな卸資産の減少額5億1千5百万円、

資金の減少要因として、売上債権の増加額62億3千6百万円、法人税等の支払額5億5千4百万円等によるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動により減少した資金は、1億5千2百万円（前年同期は10億2百万円の減少）となり

ました。これは、有形固定資産取得に伴う支出2億3千6百万円、自社利用ソフトウェア購入による支出4億5百万円、

投資有価証券の売却による収入5千9百万円、有形固定資産売却による収入3億8千3百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動により減少した資金は、7億2千4百万円（前年同期は7億7千2百万円の減少）とな

りました。これは、配当金の支払3億7千6百万円、短期借入金及び長期借入金をそれぞれ、1億5千4百万円、2億9百

万円返済したこと等によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 金額については、標準原価で表示しております。 
２ 事業別の生産高を正確に把握することは困難なため、概算値で表示しております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ i-コミュニケーション システム事業の金額には、日本電気株式会社との会社分割により同社から平成18年７月１日をも
って承継した事業の同日以降の実績が含まれております。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 事業別の受注高を正確に把握することは困難なため、概算値で表示しております。 
２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ i-コミュニケーション システム事業の金額には、日本電気株式会社との会社分割により同社から平成18年７月１日をも
って承継した事業の同日以降の実績が含まれております。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

i-コミュニケーション システム事業 18,033 33.1 

i-アプライアンス事業 13,681 13.8 

i-ソリューション事業 732 37.2 

合計 32,447 24.3 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

i-コミュニケーション システム
事業 

23,984 31.6 2,481 △  2.3 

i-アプライアンス事業 8,309 880.8 1,659 127.0 

i-ソリューション事業 31,869 △  4.8 13,800 44.1 

合計 64,163 22.1 17,941 39.6 



  
(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 
２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ i-コミュニケーション システム事業の金額には、日本電気株式会社との会社分割により同社から平成18年７月１日をも
って承継した事業の同日以降の実績が含まれております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

i-コミュニケーション システム事業 23,739 29.1 

i-アプライアンス事業 8,037 173.7 

i-ソリューション事業 28,202 △13.9 

合計 59,979 10.9 

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

販売高(百万円) 構成比(％) 販売高(百万円) 構成比(％) 

日本電気株式会社 12,425 23.0 22,972 38.3 



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、グローバルな競争激化が予想される企業ネットワーク市場のＩＰテレフォニー領域において、開

発の効率化、スピードアップを図り、より競争力の高い製品を市場に投入していくとともに、ＮＥＣグループのＩ

Ｔ、ネットワーク、モバイル及びそれらの統合ソリューションに係る技術を当社のＩＰテレフォニー事業のほかＰＯ

Ｓ端末事業にも積極的に取り込んでいき、ＩＴ、ネットワーク及びモバイル技術との連携機能を有する製品の企画・

開発力を強化し、当社事業の拡充を図ってまいります。また、コンプライアンス経営に努め、内部統制システムの充

実にも努めてまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間における重要な契約は次のとおりであります。 

〔提出会社と日本電気株式会社との会社分割契約の締結〕 

当社は、平成18年５月26日開催の当社取締役会において、日本電気株式会社との間で、同社のビジネスネットワー

ク事業部が担当している通信システム、機器及びソフトウェア(ただし、防衛庁向けに個別かつ専用に開発したものを

除く。)の開発、生産、販売及び保守に係る事業(以下「承継事業」という。)の権利義務を承継するため、会社法第2

条第29号の規定に基づく吸収分割を行うことを決議するとともに、同日付けで会社分割契約を締結いたしました。 

吸収分割に関する事項の概要は、次の通りであります。  

  

(1)当該分割の相手方の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 

名称        日本電気株式会社 

住所        東京都港区芝五丁目７番１号 

代表者の氏名    代表取締役執行役員社長  矢野  薫 

資本金の額     337,822百万円 

事業の内容     コンピュータ、通信機器、ソフトウェアなどの製造および販売ならびに関連サービスの提

供を含むＩＴ・ネットワークソリューション事業 

(2)当該分割の目的 

グローバルな競争激化が予想される企業ネットワーク市場のＩＰテレフォニー領域において、日本電気株式会社

のＩＰネットワーク技術と当社の通信端末技術の融合・強化、ＩＰテレフォニー製品の開発の効率化、スピードア

ップを図り、より競争力の高い製品を市場に投入していくため、日本電気株式会社のＩＰテレフォニー製品の開

発、生産、販売および保守に係る事業を当社に統合することを目的とするものです。 

  

(3)当該分割の方法 

平成18年７月１日を効力発生日として、当社が日本電気株式会社から承継事業を承継する吸収分割を行いまし

た。 

当社は、当該分割に際して、普通株式22,004,000株を新たに発行し、その全てを日本電気株式会社に交付いたし

ました。 

また、当社が日本電気株式会社から承継した資産の額は約63億円であり、承継した負債の額はありません。 

  

〔その他の重要な契約〕 

  

契約会社名 相手方会社名 国名 契約の内容 契約期間 

提出会社 日本電気株式会社 日本 「ＮＥＣ」標章等の使用許諾 
自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 



５ 【研究開発活動】 

当社グループにおける研究開発活動は、「”Ｂest Ａppliance ＆ Ｂest Ｓolution” お客様に最適なアプラ

イアンス＆システムソリューションを提供する。」という基本方針のもと、顧客のニーズに合わせ、各セグメントに

おいて活発に行われております。 

当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費は57億3千4百万円であり、主な研究開発の成果は次の

とおりであります。 

  

［i-コミュニケーション システム事業］ 

ｉ-コミュニケーション システム事業におきましては、ＩＰ・通信市場の拡大により通信手段も多様化している

中、ユビキタスなマルチメディア通信環境を実現する商品の開発を行い、ワールドワイドな市場に新商品を展開し

ました。まず主力のオフィスコミュニケーションシステム「Ａｓｐｉｒｅ」については、ＶｏＩＰ機能、レガシー

機能の強化版を国内向けにリリースしました。また、海外では北米向けには現行機種「Ａｓｐｉｒｅ」「Ｅｌｉｔ

ｅ ＩＰＫ」の機能強化を行うと共に、ＤＳシリーズの後継として「ＤＳＸ８０／１６０」」をリリースしまし

た。このほか、欧州向けにも各種の機能強化を行った「Ａｓｐｉｒｅ」「ＴＯＰＡＺ」をリリースすると共に、ア

ジア向けでは、「ＴＯＰＡＺ」の小容量バージョンである「ＴＯＰＡＺ Ｌｉｔｅ」をリリースし、市場拡大に努め

ました。 

電話機端末につきましては、ＳＩＰ対応ＰＢＸ用新電話機の国内向け等をリリースし、商品ラインアップ強化と

原価低減に注力しました。また海外の各市場においても、市場拡大を図るため機能強化版を開発しております。 

通報装置事業では大手警備会社向けにＩＰ対応のマンション端末を開発しました。 

このように、主力商品を中心に、機能強化と低コスト化を継続的に図るとともに、多様化するニーズに合った新

端末の開発に努めました。 

また、グローバルな競争激化が予想される企業ネットワーク市場のＩＰテレフォニー領域において、日本電気株

式会社のＩＰネットワーク技術と当社の通信端末技術の融合・強化、ＩＰテレフォニー製品の開発の効率化、スピ

ードアップを図り、より競争力の高い製品を市場に投入していくため、日本電気株式会社のＩＰテレフォニー製品

の開発・製造に係る事業を当社に統合いたしました。当該事業の主な研究開発活動は次のようになります。 

音声コミュニケーションのＶｏＩＰ化が進展する中で、ＩＴとネットワークが融合した通信環境を実現する商品

の機能強化開発を行い、ワールドワイドに商品を展開しました。 

まず、主力商品のＳＩＰ対応テレフォニーサーバ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＳＶ７０００」シリーズ及びフルＩＰ対

応コミュニケーションサーバ「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＡＰＥＸ３６００ｉ」、「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＡＰＥＸ７６０

０ｉ」シリーズについては、ＳＩＰ対応機能、ＶｏＩＰの特長を活かしたセンター集中制御型運用機能（ＩＰセン

トレックス型運用）等の強化を行い、国内市場向けにリリースしました。特に「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＡＰＥＸ３６

００ｉ Ｔｙｐｅ ＤＭ」では、収容ポート拡張による原価低減開発に注力しました。海外市場では北米、豪州、

アジア他に向け、現行機種「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＳＶ７０００」「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＮＥＡＸ２０００ＩＰＳ 」

「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＮＥＡＸ２４００ＩＰＸ」の各種機能強化を行うとともに、欧州向けにはＲｏＨＳ指令への

対応や機能強化を行った「ＳＯＰＨＯ ２０００ＩＰＳ」「ＳＯＰＨＯ ＳＶ７０００」をリリースするなど、市

場拡大を図かりました。 

次に、ＳＩＰ対応テレフォニーサーバ、フルＩＰ対応コミュニケーションサーバの周辺機能強化として、これら

サーバを使用したテレフォニー連携アプリケーションの容易な開発を可能にするコラボレーションミドルウェア

「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＯＷ５０００」をリリースしました。また、ソフトフォン端末「ＤｔｅｒｍＳＰ３０」で

は、メール連携機能を強化したバージョンをリリースするとともに、広帯域コーデックによる音声品質向上開発に

取り組みました。 

このように、主力商品を中心に、ＩＰテレフォニー周辺機能の継続強化を図る機能開発を行いました。 



  

当事業に係る研究開発費は41億5千万円であります。 

  

［i-アプライアンス事業］ 

i-アプライアンス事業の研究開発活動は、以下のとおりとなっております。 

(1)ＰＯＳターミナルシステムの開発 

大手総合スーパー向けに昨年度リリースした新機種の展開がピークを迎えるにあたり、技術サポートを強化す

るとともに、この開発成果を応用し、汎用主力商品である「ＴＷＩＮＰＯＳ」シリーズにおいても、省電力化や

ハードディスクレスモデルの投入等、商品力の強化を実施しました。 

(2) オーダーターミナルの開発 

従来の流通業向けを中心としたオーダーターミナルをベースとして、当社がＰＯＳオーダリングシステムを展

開し、多くの顧客を有している外食産業向けセルフオーダーターミナルをリリースするなど、新しい分野への拡

大をすすめております。 

(3) 業務用ハンディターミナルの開発 

電気／ガス／水道などの検針業務や自動販売機の管理業務、流通業での商品管理・物流管理などのシーンにお

ける、データの入力、確認、印字といった業務をメインターゲットとした業務用ハンディターミナル「ＴＯＵＧ

ＨＰＲＯ（タフプロ）」をリリースしました。幅広いシーンでの利便性を追求し、高い堅牢性や機密性に加え、

オープンな開発環境や人間工学に基づいた使いやすさなど従来機で好評であった特長をさらに強化するととも

に、昨今重要視されている個人情報や企業秘密といった機密性の高いデータを保護するためのセキュリティ機能

を新たに搭載しています。 

 (4) 無線応用機器の開発 

従来から保有するＰＨＳ等の技術強化に加え、次世代高速データ通信機器の開発に取り組んでおります。 

  

当事業に係る研究開発費は15億8千1百万円であります。 

  

［i-ソリューション事業］ 

ｉ-ソリューション事業は、当社製品群に高い付加価値を付けるべく、様々な市場/業種のニーズに対応したアプ

リケーションソフトウェアの開発を行っています。特に流通業向け（外食、サービスステーション、専門店等）シ

ステムに注力しており、ＰＯＳシステムを中心としたアプリケーションパッケージソフトウェア及びその周辺アプ

リケーションソフトウェアの開発や、システム構築を行っています。 

また、近年店舗の従業員確保が困難になっている外食業界において、従業員を介さずにお客様が直接注文する、

セルフオーダーシステム等のアプリケーション製品の開発を強化しています。 

  

当事業に係る研究開発費は2百万円であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、当社は平成18年７月１日付で、日本電気㈱のビジネスネットワーク事業部が担当し

ている通信システム、機器及びソフトウェア(ただし、防衛庁向けに個別かつ専用に開発したものを除く。)の開発、

生産、販売及び保守に係る事業の権利義務を承継したため、下記の設備が新たに当社グループの主要設備となりまし

た。 

当該設備の状況は以下のとおりであります。 

(1)提出会社 

(注) １ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

２ 現在休止中の主要な設備はありません。 

３ 帳簿価額のうちその他は工具器具備品及びソフトウェアであります。 

４ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等のうち完了したものはあり

ません。また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画

はありません。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

我孫子事業所 
(千葉県我孫子市) 

ｉ-コミュニケー 
ション システム 
  

研究設備 
事務機器 
他 

50 212
－
（－） 

1,222 1,485 216



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

(注) 定款での定めは、次のとおりであります。 

当会社の発行可能株式総数は５億株とする。  

  

②【発行済株式】 

  

（注）当社は平成18年５月１日をもって親会社である日本電気株式会社と株式交換を行い、日本電気株式会社の完全子会社になり

ました。これに伴い、当社株式は平成18年４月25日付をもって東京証券取引所（市場第一部）における上場が廃止となりま

した。 

  

(2)【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 500,000,000 

計 500,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年11月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 
  

148,728,074 
  

148,728,074 ―（注） ― 

計 148,728,074 148,728,074 ― ― 



  

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

（注）平成18年７月１日を効力発生日とする日本電気株式会社との吸収分割による分割差益は、その全額をその他資本剰余金とし

て計上しております。 

  

(4)【大株主の状況】 

（平成18年９月30日現在） 

（注）当社は平成18年５月１日をもって親会社である日本電気株式会社と株式交換を行い、日本電気株式会社の完全子会社になり

ました。これに伴い、同日以降当社の株主は日本電気株式会社１社となりました。 

  

(5)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（平成18年９月30日現在） 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年７月１日 22,004,000 148,728,074 ― 10,331
  
― 
  

 
9,367 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 148,728 100.00 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

148,728,000 
148,728 ― 

単元未満株式 
普通株式  

74 
― ― 

発行済株式総数 148,728,074 ― ― 

総株主の議決権 ― 148,728 ― 



②【自己株式等】 

（平成18年９月30日現在） 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注)1 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

2 当社は平成18年５月１日をもって株式交換により日本電気株式会社の完全子会社になりましたが、これに先立つ平成18年４

月25日に当社株式は上場廃止となりましたので、上記は最終取引日である平成18年４月24日までの株価の推移であります。

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 718 ― ― ― ― ― 

最低(円) 630 ― ― ― ― ― 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  



 １ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

1.現金及び預金     4,122   2,906    2,927  

2.受取手形 
 及び売掛金 

※２ 
※５ 

  18,673 25,033   18,737 

3.たな卸資産     14,084   17,013    13,833  

4.預け金     ―   6,632    3,006  

5.その他     3,975   3,929    3,101  

6.貸倒引当金     △178   △99    △136  

流動資産合計     40,677 65.5  55,416 71.1   41,470 66.7

Ⅱ 固定資産                

1.有形固定資産 ※１              

(1)建物 
  及び構築物 

    4,552 4,409   4,425 

(2)その他     3,431   4,054    3,270  

有形固定資産 
合計 

    7,984 8,463   7,696 

2.無形固定資産                

(1)ソフトウェア     3,638   2,901    2,843  

(2)その他     588   1,323    1,451  

無形固定資産 
合計 

    4,226 4,225   4,294 

3.投資その他の 
 資産 

          

 (1)繰延税金 
   資産 

    5,199 5,723   4,892 

(2)その他 ※３   3,956   4,157    3,777  

投資その他の 
資産合計 

    9,156 9,880   8,669 

固定資産合計     21,368 34.4  22,568 28.9   20,660 33.3

Ⅲ 繰延資産     58 0.1  ― ―   ― ―

資産合計     62,104 100.0  77,985 100.0   62,130 100.0

            



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

1.支払手形及び 
 買掛金 

※５   16,634 23,463   15,171 

2.短期借入金 ※４   778   3,592    3,871  

3.未払費用     4,567   5,161    5,043  

4.訴訟損失 
 引当金 

    26 ―   ― 

5.その他 ※５   2,077   2,640    2,334  

流動負債合計     24,084 38.8  34,858 44.7   26,419 42.5

Ⅱ 固定負債                

1.長期借入金     3,352   100    156  

2.退職給付 
 引当金 

    2,606 3,701   2,816 

3.その他     373   205    233  

固定負債合計     6,332 10.2  4,006 5.1   3,206 5.2

負債合計     30,417 49.0  38,864 49.8   29,626 47.7

(少数株主持分)                

少数株主持分     128 0.2  ― ―   45 0.1

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     10,331 16.6  ― ―   10,331 16.6

Ⅱ 資本剰余金     9,350 15.1  ― ―   9,367 15.1

Ⅲ 利益剰余金     13,123 21.1  ― ―   13,427 21.6

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    56 0.1 ― ―   68 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定     △748 △1.2  ― ―   △168 △0.3

Ⅵ 自己株式     △554 △0.9  ― ―   △568 △0.9

資本合計     31,559 50.8  ― ―   32,458 52.2

負債、少数株主 
持分及び 
資本合計 

    62,104 100.0 ― ―   62,130 100.0

            



  

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

1.資本金     ―   10,331    ―  

2.資本剰余金     ―   15,735    ―  

3.利益剰余金     ―   12,983    ―  

株主資本合計     ― ―  39,050 50.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

1.その他 
 有価証券 
 評価差額金 

    ― △46   ― 

2.為替換算 
 調整勘定 

    ― 91   ― 

評価・換算差額 
等合計 

    ― ― 45 0.1   ― ―

Ⅲ 少数株主持分     ―   25    ―  

純資産合計     ― ―  39,120 50.2   ― ―

負債純資産合計     ― ―  77,985 100.0   ― ―

            



② 【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     54,073 100.0  59,979 100.0   107,779 100.0

Ⅱ 売上原価     42,577 78.7  47,019 78.4   84,832 78.7

売上総利益     11,495 21.3  12,959 21.6   22,946 21.3
Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   10,349 19.2 12,093 20.2   20,619 19.1

営業利益     1,145 2.1  866 1.4   2,327 2.2

Ⅳ 営業外収益                

受取利息   21    47   61    

受取配当金   2    5   3    

受取報奨金   9    10   16    
持分法による 
投資利益 

  4   ― 73   

その他   41 79 0.2 33 97 0.2 97 251 0.2

Ⅴ 営業外費用                

支払利息   31    40   81    

為替差損   93    102   116    
持分法による 
投資損失 

  ―   44 ―   

PCB使用機器 
処理費用 

  26   ― 26   

訴訟損失引当金 
繰入額 

  26   ― ―   

訴訟損失   ―   ― 26   
その他   31 210 0.4 19 206 0.3 68 318 0.3

経常利益     1,015 1.9  757 1.3   2,260 2.1

Ⅵ 特別利益                

固定資産売却益 ※２ 3    0   347    

投資有価証券売却

益 
  ―    81   50    

貸倒引当金 
戻入益 

  ―   ― 6   

子会社清算益   ―   8 ―   
その他   ― 3 0.0 2 92 0.1 0 404 0.4

Ⅶ 特別損失                

固定資産除却損 ※３ 21    25   138    

固定資産売却損 ※４ 0    4   0    
投資有価証券 
評価損 

  0   16 0   

過年度損益 
修正損 

※５ ―   ― 21   

退職給付費用   ―   439 ―   
子会社整理損   ―   54 ―   
減損損失 ※６ 1    ―   1    
電話加入権 
評価損 

  51 74 0.1 ― 540 0.9 51 213 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    943 1.8 309 0.5   2,450 2.3

法人税、住民税 
及び事業税 

※７ 513   361 1,107   

法人税等調整額 ※７ 4 518 1.0 28 389 0.6 182 1,289 1.2

少数株主利益又

は少数株主損失

（△） 

    9 0.0  △12 0.0   13 0.0

中間（当期）純
利益又は中間純
損失（△） 

    415 0.8 △67 △0.1   1,147 1.1

            



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     9,350   9,350 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

1 合併による増加高   ― ― 17 17 

Ⅲ 資本剰余金減少高           

1 自己株式処分差損   0 0 0 0 

Ⅳ 資本剰余金 
中間期末(期末)残高 

9,350 9,367

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     13,086   13,086 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

1 中間(当期)純利益   415 415 1,147 1,147 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

1 配当金   377   754   

2  合併による減少高   ―   17   

3 自己株式処分差損   1 379 34 806 

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

13,123 13,427

   



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 10,331 9,367 13,427 △568 32,558 

中間連結会計期間中の変動額           

 新株の発行   6,328     6,328 

 剰余金の配当     △377   △377 

 中間純損失     △67   △67 

 自己株式の処分   39   568 607 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― 6,367 △444 568 6,491 

平成18年９月30日残高(百万円) 10,331 15,735 12,983 ― 39,050 

  

評価・換算差額等
少数株主
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 68 △168 △100 45 32,504 

中間連結会計期間中の変動額           

 新株の発行         6,328 

 剰余金の配当         △377 

 中間純損失         △67 

 自己株式の処分         607 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △114 259 145 △20 125 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △114 259 145 △20 6,616 

平成18年９月30日残高(百万円) △46 91 45 25 39,120 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

税金等調整前中間（当期）
純利益 

 943 309 2,450

減価償却費   718 675 1,545 

減損損失   1 － 1 

営業権償却額   99 － 201 

のれん償却額   － 109 － 

ソフトウェア償却額   1,537 1,002 2,753 

貸倒引当金の増減額   29 △37 △731 

退職給付引当金の増加額   155 682 305 

受取利息及び受取配当金   △24 △52 △64 

支払利息   31 40 81 

持分法による投資損益   △4 44 △73 

有形固定資産売却益   △3 △0 △347 

有形固定資産売却損   0 4 0 

有形固定資産除却損   21 25 29 

電話加入権評価損   51 － 51 

投資有価証券評価損   0 16 0 

投資有価証券売却益   － △81 △50 

売上債権の増加額   △744 △6,236 △493 

たな卸資産の増減額   △57 515 340 

仕入債務の増加額   1,726 8,146 13 

未払費用の増加額   170 151 594 

未払消費税等の増減額   △265 83 △117 

その他   66 △440 929 

小計   4,453 4,959 7,420 

利息及び配当金の受取額   24 52 64 

利息の支払額   △31 △40 △81 

法人税等の支払額   △508 △554 △1,027 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,938 4,417 6,376



  

  
  

   
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得による 
支出 

 △582 △236 △948

有形固定資産の売却による 
収入 

 3 383 10

ソフトウェアの購入による 
支出 

 △433 △405 △838

投資有価証券の取得による 
支出 

 △0 △0 △0

投資有価証券の売却による 
収入 

 － 59 45

貸付けによる支出   △0 － △0 

貸付金の回収による収入   32 14 50 

子会社株式取得による支出   － － △1,040 

連結範囲の変更を伴う 
子会社株式売却による収入 

 － 71 － 

その他   △21 △38 △1 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,002 △152 △2,724

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入れによる収入   13 － 93 

短期借入金の返済による 
支出 

 △200 △154 △200

長期借入れによる収入   － － 6 

長期借入金の返済による 
支出 

 △202 △209 △404

自己株式の取得による支出   △6 △7 △100 

自己株式の売却による収入   2 23 51 

配当金の支払額   △378 △376 △758 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △772 △724 △1,312

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 81 65 217

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額 

 2,245 3,605 2,556

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 3,377 5,933 3,377

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 5,622 9,539 5,933



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数16社 

連結子会社の名称 

NECインフロンティア

東北㈱ 

NECインフロンティア 

システムサービス㈱ 

㈱エヌ・エヌ・ティ 

日通工マルチメディア

システム㈱ 

㈱ネットウィン 

㈱インフロンティア

アメニティズ 

NEC Infrontia,Inc. 

NEC  Infrontia  Thai 

Ltd. 

NEC Infrontia 

(H.K.)Co.,Ltd. 

NEC Infrontia 

(Europe)GmbH 

NEC Infrontia  

Ltd. 

NEC  Infrontia  Asia 

Pacific Sdn.Bhd. 

NEC Infrontia Asia 

Pacific (Shanghai)Ltd. 

NEC Infrontia B.V. 

その他 ２社 

(1) 連結子会社の数16社 

連結子会社の名称 

NECインフロンティア

東北㈱ 

NECインフロンティア 

システムサービス㈱ 

㈱エヌ・エヌ・ティ 

日通工マルチメディア

システム㈱ 

㈱ネットウィン 

㈱インフロンティア

アメニティズ 

NEC Infrontia,Inc. 

NEC  Infrontia  Thai 

Ltd. 

NEC Infrontia 

(H.K.)Co.,Ltd. 

NEC Infrontia 

(Europe)GmbH 

NEC Infrontia  

Ltd. 

NEC  Infrontia  Asia 

Pacific Sdn.Bhd. 

NEC Infrontia Asia 

Pacific (Shanghai)Ltd. 

NEC Infrontia B.V. 

その他 ２社 

なお、㈱ネットウィンの

全株式を平成18年6月14

日に、NEC Infrontia B.V.

の全株式を平成18年7月4

日に売却しております。

よって、両社について

は、売却期日までの損益

計算書を連結しておりま

す。 

また、平成18年8月2日

NEC Infrontia 

(Europe)GmbHの清算を結

了しております。よっ

て、清算期日までの損益

計算書を連結しておりま

す。 

(1) 連結子会社の数16社 

連結子会社の名称 

NECインフロンティア

東北㈱ 

NECインフロンティア 

システムサービス㈱ 

㈱エヌ・エヌ・ティ 

日通工マルチメディア

システム㈱ 

㈱ネットウィン 

㈱インフロンティア

アメニティズ 

NEC Infrontia,Inc. 

NEC  Infrontia  Thai 

Ltd. 

NEC Infrontia 

(H.K.)Co.,Ltd. 

NEC Infrontia 

(Europe)GmbH 

NEC Infrontia  

Ltd. 

NEC  Infrontia  Asia 

Pacific Sdn.Bhd. 

NEC Infrontia Asia 

Pacific (Shanghai)Ltd. 

NEC Infrontia B.V. 

その他 ２社 

なお、日通工マルチメデ

ィアシステム㈱は、平成

18年2月1日をもって当社

に吸収合併しておりま

す。よって、合併期日ま

での損益計算書について

連結しております。 

  (2) 非連結子会社 

――――― 

(2) 非連結子会社 

――――― 

(2) 非連結子会社 

――――― 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法を適用した関連

会社数７社 

持分法を適用した関連

会社の名称 

日通工エレクトロニ

クス㈱ 

オー・エイ・エス㈱ 

㈱コンピュータシス

テム研究所 

㈱ステップワン 

ACTIVE VOICE,LLC 

HEE-TECH CO.,LTD 

 他１社 

(1) 持分法を適用した関連

会社数６社 

持分法を適用した関連

会社の名称 

日通工エレクトロニ

クス㈱ 

オー・エイ・エス㈱ 

㈱コンピュータシス

テム研究所 

ACTIVE VOICE,LLC 

HEE-TECH CO.,LTD 

 他１社 

(1) 持分法を適用した関連

会社数７社 

持分法を適用した関連

会社の名称 

日通工エレクトロニ

クス㈱ 

オー・エイ・エス㈱ 

㈱コンピュータシス

テム研究所 

㈱ステップワン 

ACTIVE VOICE,LLC 

HEE-TECH CO.,LTD 

他１社 

なお、㈱ステップワンの

全株式を平成18年3月24

日に売却しております。

よって、売却期日までの

損益計算書を連結してお

ります。 

  (2) 持分法の適用手続きに

ついて、特に記載する必

要があると認められる事

項 

①持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

使用しております。 

(2) 持分法の適用手続きに

ついて、特に記載する必

要があると認められる事

項 

①  同左 

(2) 持分法の適用手続きに

ついて、特に記載する必

要があると認められる事

項 

①持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会

社については、当該会

社の事業年度に係る財

務諸表を使用しており

ます。 

  ②連結調整勘定相当額

は、５年で均等償却し

ております。 

②  同左 ②  同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

㈱ネットウィン及び 

NEC Infrontia (H.K.) 

Co., Ltd.、 

NEC Infrontia B.V. 

他1社の中間決算日は６月

30日となっております。 

 なお、中間連結財務諸表

作成に当っては、同日現在

の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

㈱ネットウィン及び 

NEC Infrontia B.V. 

他1社の中間決算日は６月

30日となっております。 

 なお、中間連結財務諸表

作成に当っては、同日現在

の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

㈱ネットウィン及び 

NEC Infrontia B.V. 

他１社の決算日は12月31日

となっております。 

 なお、連結財務諸表作成

に当っては、当該３社につ

いては、12月31日現在の財

務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な

調整を行っております。ま

た、NEC Infrontia (H.K.) 

Co., Ltd.は、当連結会計

年度より決算日を12月31日

から3月31日へ変更し、15

ヶ月の決算となっておりま

す。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  ①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法（評価

差額は、全部資

本直入法により

処理し、売却原

価は、移動平均

法により算定） 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法（評価

差額は、全部純

資産直入法によ

り処理し、売却

原価は、移動平

均法により算

定） 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価

格等に基づく時

価法（評価差額

は、全部資本直

入法により処理

し、売 却 原 価

は、移動平均法

により算定) 

  時価のないもの 

…移動平均法によ

る原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ②デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

…時価法 

②デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

②デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

  ③たな卸資産 

 製品、半製品、仕掛

品、原材料について

は、主として総平均法

による低価法。 

 商品については、個

別法による原価法。貯

蔵品は主として最終仕

入原価法。 

③たな卸資産 

同左 

③たな卸資産 

  同左 

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

主として定率法。 

 但し、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)

については定額法。 

 なお、耐用年数及び

残存価額については、

法人税法に規定する方

法と同一の基準によっ

ておりますが、機械装

置及び工具器具備品の

一部については会社所

定の合理的耐用年数

(機械装置については

約45％、工具器具備品

については約40％短

縮)を設定しておりま

す。 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

 同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

  ②無形固定資産 

 主として定額法。 

営業権については提出

会社及び国内連結子会

社は５年間、主な在外

連結子会社は10年間に

わたる均等償却。 

販売目的のソフトウ

ェアについては、当社

製品の販売可能な有効

期間(３年～５年)に基

づく定額法。自社利用

のソフトウェアについ

ては、社内における利

用可能期間(５年)に基

づく定額法。 

②無形固定資産 

 主として定額法。 

販売目的のソフトウ

ェアについては、当社

製品の販売可能な有効

期間(３年～５年)に基

づく定額法。自社利用

のソフトウェアについ

ては、社内における利

用可能期間(３年～５

年)に基づく定額法。 

②無形固定資産 

 主として定額法。 

営業権については提出

会社及び国内連結子会

社は５年間、主な在外

連結子会社は10年間に

わたる均等償却。 

販売目的のソフトウ

ェアについては、当社

製品の販売可能な有効

期間(３年～５年)に基

づく定額法。自社利用

のソフトウェアについ

ては、社内における利

用可能期間(５年)に基

づく定額法。 

  (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

 開発費については、

繰延資産に計上し、商

法施行規則の規定する

最長期間(５年間)で均

等償却しております。 

  

――――― 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

 開発費については、

繰延資産に計上し、商

法施行規則の規定する

最長期間(５年間)で均

等償却しております。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 売掛金、貸付金等の

債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につ

いては貸倒実績率法に

より、貸倒懸念債権及

び破産更生債権等につ

いては財務内容評価法

により回収不能見込額

を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 同左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 同左 

  ②退職給付引当金 

 当社及び国内連結子

会社において、従業員

の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

 また、過去勤務債務

については、その発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数（14年）による定

額法により按分した額

を発生年度から費用処

理することとし、数理

計算上の差異について

は、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（14年）によ

る定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費

用処理しております。 

②退職給付引当金 

 当社及び国内連結子

会社において、従業員

の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

また、過去勤務債務

については、その発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数（11年）による定

額法により按分した額

を発生年度から費用処

理することとし、数理

計算上の差異について

は、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（11年）によ

る定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費

用処理しております 

  

②退職給付引当金 

 当社及び国内連結子

会社において、従業員

の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計

年度末において発生し

ていると認められる額

を計上しております。 

 また、過去勤務債務

については、その発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数（14年）による定

額法により按分した額

を発生年度から費用処

理することとし、数理

計算上の差異について

は、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（14年）によ

る定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費

用処理しております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    (追加情報） 

従業員の平均残存勤務

期間の短縮に伴い、過

去勤務債務及び数理計

算上の差異の費用処理

年数の見直しを行った

結果、当中間連結会計

期間より費用処理年数

を14年から11年に変更

しております。この結

果、従来の方法によっ

た場合と比較して、当

中間連結会計期間にお

ける過去勤務債務及び

数理計算上の差異の費

用処理額の合計額が

149百万円増加してお

ります。 

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③役員退職慰労引当金 

――――― 

（追加情報） 

 当社は平成17年６月

22日開催の株主総会終

結の時をもって役員退

職慰労金制度を廃止す

ることを決議致しまし

た。これにより、役員

退職慰労金制度廃止日

までの在任期間に応じ

た役員退職慰労金（47

百万円）を、固定負債

の「その他」に含めて

表示しております。 

③役員退職慰労引当金 

――――― 

③役員退職慰労引当金 

 ――――― 

（追加情報） 

 当社は平成17年６月

22日開催の株主総会終

結の時をもって役員退

職慰労金制度を廃止す

ることを決議致しまし

た。これにより、役員

退職慰労金制度廃止日

までの在任期間に応じ

た役員退職慰労金（47

百万円）を、固定負債

の「その他」に含めて

表示しております。 

  ④訴訟損失引当金 

 訴訟に対する損失に備

えるため損失見込額を

計上しております。 

④訴訟損失引当金 

   ――――― 

④訴訟損失引当金 

――――― 

  (5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産及び負債

は、中間連結決算日又

は子会社の中間決算日

の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、

換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘

定に含めております。 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産及び負債

は、中間連結決算日又

は子会社の中間決算日

の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部

における為替換算調整

勘定に含めておりま

す。 

  

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産及び負債

は、連結決算日又は子

会社決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨

に換算し、為替差額は

資本の部における為替

換算調整勘定に含めて

おります。 



  

  
  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (6) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引については、原則と

して通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会

計処理によっておりま

す。 

(6) 重要なリース取引の処

理方法 

 同左 

(6) 重要なリース取引の処

理方法 

 同左 

  (7) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップ取引

については、すべて特

例処理の要件を満たし

ているため、特例処理

によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ

対象 

 ヘッジ手段…金利ス

ワップ 

 ヘッジ対象…借入金

の利息 

③ヘッジ方針 

 金利変動リスクのあ

る負債については、社

内規程に基づき、金利

スワップにより金利変

動リスクをヘッジして

おります。 

④ヘッジ有効性評価の

方法 

金利スワップの特例処

理の要件を満たしてい

るため、有効性の判定

を省略しております。 

(7) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ

対象 

 同左 

  

  

  

③ヘッジ方針 

 同左 

  

  

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の

方法 

 同左 

(7) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ

対象 

 同左 

  

  

  

③ヘッジ方針 

 同左 

  

  

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の

方法 

 同左 

  (8) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜

方式によっておりま

す。 

(8) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

 同左 

(8) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

同左 

  



  

  

会計処理の変更 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値変動

については僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

 同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値変動につ

いては僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

 これにより遊休の土地を減損してお

り税金等調整前中間純利益が１百万円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き、直接控除しております。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しており

ます。 

これにより遊休の土地を減損しており

税金等調整前当期純利益が１百万円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき、

直接控除しております。 

（退職給付に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より「『退職給

付に係る会計基準』の一部改正（企業

会計基準第３号 平成17年３月16日）

及び「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号 平成17年３月

16日）を適用しております。 

 これによる当中間連結会計期間の損

益に与える影響はありません。 

――――― （退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度より「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正（企業会計

基準第３号 平成17年３月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３月16

日）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の損益に

与える影響はありません。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用第８号）並びに改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 最終改正平成18年８月11日 企

業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号）を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する額は39,095百万円でありま

す。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

  

―――― 

――――― （企業結合に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計基

準第７号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。 

 中間連結財務諸表規則の改正による

中間連結財務諸表の表示に関する変更

は以下のとおりであります。 

――――― 

  （中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

 「営業権償却額」は、当中間連結会

計期間から「のれん償却額」として表

示しております。 

  



  
  

  

表示方法の変更 

  

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

――――― 

（退職給付会計） 

 連結子会社のＮＥＣインフロンティ

ア東北㈱の退職給付債務の算定は、従

来「退職給付会計に関する実務指針」

（日本公認会計士協会 会計制度委員

会報告第13号）に定める簡便法によっ

ておりましたが、従業員の増加等に伴

い退職給付に係る会計処理をより適切

に行うため、当中間連結会計期間より

原則法による算定方法に変更しており

ます。この変更に伴い、当中間連結会

計期間期首における退職給付債務につ

いて計算した簡便法と原則法の差額

439百万円を特別損失に計上しており

ます。この結果、従来と同一の方法に

よった場合と比較して、営業利益、経

常利益はそれぞれ１百万円、税金等調

整前中間純利益は440百万円減少して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、該当箇所に記載しております。 

  

―――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりました「預け金」（前中間連結会

計期間1,500百万円）については、資産の総額の100分の

5超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,533百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

16,272百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,413百万円 

※２ 輸出為替手形割引高 

9百万円 

※２ 輸出為替手形割引高 

7百万円 

※２ 輸出為替手形割引高 

60百万円 

※３ 投資その他の資産の「その

他」から控除した貸倒引当金 

914百万円 

※３ 投資その他の資産の「その

他」から控除した貸倒引当金 

178百万円 

※３ 投資その他の資産の「その

他」から控除した貸倒引当金 

191百万円 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約 

    当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契

約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

17,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 17,000百万円

※４ 当座貸越契約 

   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づ

く当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越限度額 4,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 4,000百万円

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約 

    当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契

約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越限度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

9,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 9,000百万円

――――― ※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形 36百万円

支払手形 415百万円

設備関係 

支払手形 
0百万円

――――― 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額 

給料賃金 2,637百万円

従業員賞与 644 

退職給付費用 522 

減価償却費 242 

運送費 321 

広告宣伝費 229 

販売促進費 244 

貸倒引当金 

繰入額 
33 

賃借料 635 

旅費交通費 312 

研究開発費 1,164 

※１ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額 

給料賃金 2,742百万円

従業員賞与 649 

退職給付費用 495 

減価償却費 247 

運送費 431 

広告宣伝費 221 

販売促進費 289 

貸倒引当金 

繰入額 
2 

賃借料 705 

旅費交通費 303 

研究開発費 1,806 

※１ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額 

給料賃金 5,367百万円

従業員賞与 1,344 

退職給付費用 986 

減価償却費 493 

運送費 613 

広告宣伝費 484 

販売促進費 560 

貸倒引当金 

繰入額 
51 

賃借料 1,263 

旅費交通費 638 

研究開発費 2,233 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具売却 2百万円

機械装置売却 0 

 合計 3 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具売却 0百万円

機械装置売却 0 

 合計 0 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

土地売却 339百万円

機械装置売却 1 

工具器具売却 6 

 合計 347 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物除却損 5百万円

機械装置及び運搬

具除却損 
13 

工具器具除却損 2 

 合計 21 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物除却損 2百万円

機械装置及び運搬

具除却損 
8 

工具器具除却損 13 

ソフトウェア 

除却損 
0 

 合計 25 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物除却損 6百万円

機械装置及び運搬

具除却損 
19 

工具器具除却損 112 

 合計 138 

※４ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬

具売却損 
0百万円

 合計 0 

※４ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具売却損 4百万円

 合計 4 

※４ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具売却損 0百万円

機械装置及び運搬

具除却損 
0 

 合計 0 

――――― 

  

――――― 

  

※５  過年度損益修正損 

   過年度損益修正損の主なもの

は、前期以前の売掛金計上額の

修正によるものであります。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 当中間連結会計期間におい

て、以下の資産について減損損

失を計上しております。 

当社グループは、事業用資産

については継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の区分

を基礎とし、キャッシュ・フロ

ーが相互に関連する資産はまと

めてひとつの資産グループとし

ております。また、遊休資産に

ついては個別物件ごとにグルー

ピングしております。 

市場価格の著しい下落によ

り、遊休資産に区分されている

上記資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。なお、

遊休資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、

正味売却価額は原則として不動

産鑑定評価額に基づき、重要性

が乏しい不動産については適切

に市場価格を反映していると考

えられる指標に基づいて算定し

ております。 

場所 
山梨県南都留郡 

忍野村 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

減損損失 １百万円 

――――― ※６ 当連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計

上しております。 

当社グループは、事業用資産

については継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の区分

を基礎とし、キャッシュ・フロ

ーが相互に関連する資産はまと

めてひとつの資産グループとし

ております。また、遊休資産に

ついては個別物件ごとにグルー

ピングしております。 

市場価格の著しい下落によ

り、遊休資産に区分されている

上記資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。なお、

遊休資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、

正味売却価額は原則として不動

産鑑定評価額に基づき、重要性

が乏しい不動産については適切

に市場価格を反映していると考

えられる指標に基づいて算定し

ております。 

場所 
山梨県南都留郡 

忍野村 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

減損損失 １百万円 

※７ (追加情報) 

当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

提出会社の当期において予定し

ている利益処分による圧縮積立

金の取り崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

※７ (追加情報) 

 同左 

――――― 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

平成18年７月１日を効力発生日とする日本電気株式会社との吸収分割による分割差益による増加22,004千株 

  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当となる事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  該当となる事項はありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 126,724,074 22,004,000 ― 148,728,074

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 995,023 11,174 1,006,197 ―

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 11,174株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの行使による減少  45,000株

 株式交換による減少 961,197株

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 377 3 平成18年３月31日 平成18年６月22日 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と、中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金預金勘定 4,122百万円

３ヶ月以内に返済 

される預け金 
1,500 

 合計 5,622 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と、中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金預金勘定 2,906百万円

３ヶ月以内に返済 

される預け金 
6,632 

 合計 9,539 

現金及び現金同等物の期末残高と、

連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金預金勘定 2,927百万円

３ヶ月以内に返済 

される預け金 
3,006 

 合計 5,933 



(リース取引関係) 

  

  
  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

  

  有形固定資
産 

（機械装置

及び運搬

具） 
(百万円) 

  
有形 

固定資産 
(工具器具 
備品) 
(百万円) 

  
無形 
固定資産 
（ソフトウ

ェア） 
(百万円) 

  
合計 

(百万円)

取得 
価額 
相当 
額 

 

436 
  
1,444 

  
428 
  
2,310

減価 
償却 
累計 
額 
相当 
額 

 

243 

  

638 

  

150 

  

1,032

中間 
期末 
残高 
相当 
額 

 

193 

  

806 

  

278 

  

1,278

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

  

  有形固定資
産 

（機械装置

及び運搬

具） 
(百万円) 

  
有形

固定資産 
(工具器具

備品) 
(百万円)

 
無形

固定資産

（ソフトウ

ェア） 
(百万円)

  
合計 

(百万円)

取得 
価額 
相当 
額 

 

407 
  
1,504 459 2,371

減価 
償却 
累計 
額 
相当 
額 

 

134 

  

604 237 975

中間 
期末 
残高 
相当 
額 

 

272 

  

900 222 1,395

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 

 有形固定資

産 
（機械装置

及び運搬

具） 
(百万円)

 
有形 

固定資産 
(工具器具 
備品) 
(百万円) 

  
無形 

固定資産 
（ソフトウ

ェア） 
(百万円) 

  
合計 

(百万円)

取得
価額
相当
額 

 

600 1,528 
  
428 
  
2,558

減価
償却
累計
額 
相当
額 

 

283 635 

  

193 

  

1,112

期末
残高
相当
額 

 

317 892 
  
235 
  
1,445

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 869百万円

１年超 422 

合計 1,292 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 768百万円

１年超 641 

合計 1,409 

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 768百万円

１年超 691 

合計 1,459 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 420百万円

減価償却費相当額 399 

支払利息相当額 20 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 522百万円

減価償却費相当額 465 

支払利息相当額 20 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

  861百万円

減価償却費相当額 819 

支払利息相当額 40 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

利息相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

１ 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

  

  
（注）当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対して５０％以上下落した場

合は「著しい下落」があったものとして、減損処理を行っております。また、取得価額に対する時価の下落率が５０％未満

であっても、当該個別銘柄の中間連結会計期間末日以前過去１年間の株価推移等を勘案し、一時的な時価下落と認められな

いものについては、減損処理を行っております。 

  

２ 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

  

  
（注）当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対して５０％以上下落した場

合は「著しい下落」があったものとして、減損処理を行っております。また、取得価額に対する時価の下落率が５０％未満

であっても、当該個別銘柄の中間連結会計期間末日以前過去１年間の株価推移等を勘案し、一時的な時価下落と認められな

いものについては、減損処理を行っております。表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連

結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損16百万円を計上しております。 

  

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 66 145 78 

② その他 101 91 △10 

計 168 237 68 

内           容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 
非上場株式 111 

債券その他 10 

計   121 

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 653 582 △71 

② その他 101 94 △7 

計 755 676 △79 

内           容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 
非上場株式 92 

債券その他 0 

計   92 



３ 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 
  

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 
  

  
（注）当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末日における当該銘柄の時価が、取得原価に対して５０％以上下落した場合は

「著しい下落」があったものとして、減損処理を行っております。また、取得価額に対する時価の下落率が５０％未満であ

っても、当該個別銘柄の連結会計年度末日以前過去１年間の株価推移等を勘案し、一時的な時価下落と認められないものに

ついては、減損処理を行っております。 
  
前へ   次へ 

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 68 154 86 

② その他 101 95 △6 

計 170 249 79 

内           容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 
非上場株式 109 

債券その他 10 

計   119 



(デリバティブ取引関係) 

１ 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

              デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 (通貨関連) 

  

(注) １ 時価の算定方法 
     為替予約取引については、当中間連結決算日における先物為替相場によっております。 
   ２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

２ 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

              デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 (通貨関連) 

  

(注) １ 時価の算定方法 
     為替予約取引については、当中間連結決算日における先物為替相場によっております。 
   ２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

区分 種類
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 
評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引         

売建         

米ドル 3,675 ― 3,649 26 

ユーロ 15 ― 15 0 

英ポンド 184 ― 185 △0 

タイバーツ 108 ― 109 △1 

ノルウェー 
クローネ 

45 ― 46 △0

香港ドル 27 ― 27 △0 

 小 計 4,057 ― 4,034 23 

買建         

米ドル 218 ― 225 7 

計 ― ― ― 30 

区分 種類
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 
評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引         

売建         

米ドル 841 ― 868 △  26 

英ポンド 294 ― 303 △  9 

ノルウェー 
クローネ 

27 ― 26 0

 小 計 1,162 ― 1,199 △  36 

買建         

米ドル 115 ― 117 1 

計 ― ― ― △  34 



  

３ 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

              デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 (通貨関連) 

  

(注) １ 時価の算定方法 
     為替予約取引については、当連結決算日における先物為替相場によっております。 
   ２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

(ストック・オプション関係) 

該当事項はありません。 

  

前へ     

区分 種類
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 
評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引         

売建         

米ドル 921 ― 938 △ 17 

ユーロ 14 ― 14 △  0 

英ポンド 327 ― 327 △  0 

ノルウェー 
クローネ 

45 ― 47 △  1

計 1,308 ― 1,327 △ 19 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

１ 前中間連結会計期間 

  

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を基本とし、製品の系列及び市場の類似性を考慮しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,100百万円であり、その主なものは提出会社の管理部

門に係る費用であります。 

  

  (自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

i-コミュニ
ケーション
システム 
(百万円) 

i-アプライ
アンス 

(百万円) 

i-ソリュー
ション 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

18,391 2,937 32,744 54,073 ― 54,073 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,639 12,123 685 18,449 (18,449) ― 

計 24,031 15,060 33,430 72,522 (18,449) 54,073 

営業費用 23,506 14,659 32,113 70,279 (17,352) 52,927 

営業利益 524 401 1,316 2,242 (1,096) 1,145 

事業区分 主要製品 

i-コミュニケーションシステム事業 キーテレフォン、IPテレフォニー、単独電話機等 

i-アプライアンス事業 

POSシステム、ハンディターミナル、据置／モバ
イル決済端末、業務用PDA、Web端末、無線LAN関
連機器、バーコードリーダ、ICカードリーダ／ラ
イタ、データ通信カード等 

i-ソリューション事業 

官公庁向けシステム、福祉／医療システム、製造
業向けシステム、サービス業向けシステム、流通
業向けシステム、JR／交通向けシステム、デビッ
ト／クレジットカードシステム、CTIシステム、
ネットワークシステム、セキュリティシステム等 



２ 当中間連結会計期間 

  

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を基本とし、製品の系列及び市場の類似性を考慮しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,190百万円であり、その主なものは提出会社の管理部

門に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、連結子会社のNECインフロンティア東北㈱の

退職給付債務の算定は、従来「退職給付会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号）に

定める簡便法によっておりましたが、従業員の増加等に伴い退職給付に係る会計処理をより適切に行うため、当中間連結

会計期間より原則法による算定方法に変更しております。これにより、セグメント情報に与える影響は軽微であります。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

i-コミュニ
ケーション
システム 
(百万円) 

i-アプライ
アンス 

(百万円) 

i-ソリュー
ション 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

23,739 8,037 28,202 59,979 ― 59,979 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,597 8,798 611 14,007 (14,007)  ― 

計 28,337 16,836 28,813 73,987 (14,007) 59,979 

営業費用 27,201 16,781 27,949 71,932 (12,819)     59,113 

営業利益 1,135 54 864 2,054 (1,188) 866 

事業区分 主要製品 

i-コミュニケーションシステム事業 キーテレフォン、IPテレフォニー、単独電話機等 

i-アプライアンス事業 

POSシステム、ハンディターミナル、据置／モバ
イル決済端末、業務用PDA、Web端末、無線LAN関
連機器、バーコードリーダ、ICカードリーダ／ラ
イタ、データ通信カード等 

i-ソリューション事業 

官公庁向けシステム、福祉／医療システム、製造
業向けシステム、サービス業向けシステム、流通
業向けシステム、JR／交通向けシステム、デビッ
ト／クレジットカードシステム、CTIシステム、
ネットワークシステム、セキュリティシステム等 



３ 前連結会計年度 

  

     (注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を基本とし、製品の系列及び市場の類似性を考慮しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は2,084百万円であり、その主なものは提出会社の管

理部門に係る費用であります。 

  

  
  

(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

i-コミュニ
ケーション
システム 
(百万円) 

i-アプライ
アンス 

(百万円) 

i-ソリュー
ション 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

36,898 6,837 64,043 107,779 ― 107,779

(2) セグメント間の
内部売上高又は 
振替高 

11,712 22,343 1,588 35,645 (35,645) ―

計 48,611 29,181 65,631 143,424 (35,645) 107,779 

営業費用 47,148 28,502 63,360 139,012 (33,560) 105,452 

営業利益 1,462 678 2,271 4,412 (2,085) 2,327 

事業区分 主要製品 

ｉ－コミュニケーションシステム事業 キーテレフォン、IPテレフォニー、単独電話機等 

ｉ－アプライアンス事業

POSシステム、ハンディターミナル、据置／モバ
イル決済端末、業務用PDA端末、Web端末、無線
LAN関連機器、バーコードリーダ、ICカードリー
ダ／ライタ、データ通信カード等 

ｉ－ソリューション事業

官公庁向けシステム、福祉／医療システム、製造
業向けシステム、サービス業向けシステム、流通
業向けシステム、JR／交通向けシステム、デビッ
ト／クレジットカードシステム、CTIシステム、
ネットワークシステム、セキュリティシステム等 



【所在地別セグメント情報】 

１ 前中間連結会計期間 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ 

(2) 欧州………ドイツ・イギリス他 

(3) アジア……香港・タイ・マレーシア他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,100百万円であり、その主なものは提出会社の管理部

門に係る費用であります。 

２ 当中間連結会計期間 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ 

(2) 欧州………ドイツ・イギリス他 

(3) アジア……香港・タイ・マレーシア他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,190百万円であり、その主なものは提出会社の管理部

門に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、連結子会社のNECインフロンティア東北㈱の

退職給付債務の算定は、従来「退職給付会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号）に

定める簡便法によっておりましたが、従業員の増加等に伴い退職給付に係る会計処理をより適切に行うため、当中間連結

会計期間より原則法による算定方法に変更しております。これにより、セグメント情報に与える影響は軽微であります。

  (自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

42,478 5,479 1,550 4,564 54,073 ― 54,073

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,209 16 0 6,197 9,424 (9,424) ―

計 45,688 5,496 1,550 10,762 63,497 (9,424) 54,073 

営業費用 44,275 5,246 1,556 10,142 61,220 (8,293) 52,927 

営業利益 
又は営業損失（△） 

1,413 249 △5 619 2,276 (1,130) 1,145

  (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

49,192 5,505 1,481 3,799 59,979 ― 59,979

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,972 29 4 7,109 11,115 (11,115) ―

計 53,164 5,534 1,485 10,909 71,095 (11,115) 59,979 

営業費用 52,393 5,304 1,560 10,122 69,380 (10,267) 59,113 

営業利益 
又は営業損失（△） 

771 230 △74 786 1,714 (848) 866



３ 前連結会計年度 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ 

(2) 欧州………ドイツ・イギリス他 

(3) アジア……香港・タイ・マレーシア他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は2,084百万円であり、その主なものは提出会社の管理部

門に係る費用であります。 

  

  (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

84,337 10,969 3,065 9,407 107,779 ― 107,779

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,804 20 1 14,055 20,882 (20,882) ―

計 91,142 10,989 3,066 23,462 128,661 (20,882) 107,779 

営業費用 88,848 10,451 3,041 21,920 124,261 (18,809) 105,452 

営業利益 2,294 538 25 1,542 4,400 (2,072) 2,327



【海外売上高】 

１ 前中間連結会計期間 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米……………アメリカ・カナダ 

アジア…………香港・タイ・中国・マレーシア他 

欧州……………ドイツ・イギリス他 

その他の地域…中近東・オセアニア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高となっております。 

  

２ 当中間連結会計期間 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米……………アメリカ・カナダ 

アジア…………香港・タイ・中国・マレーシア他 

欧州……………ドイツ・イギリス他 

その他の地域…中近東・オセアニア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高となっております。 

  

３ 前連結会計年度 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米……………アメリカ・カナダ 

アジア…………香港・タイ・中国・マレーシア他 

欧州……………ドイツ・イギリス他 

その他の地域…中近東・オセアニア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高となっております。 
  

  (自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  
北米 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

その他の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 6,692 1,350 1,681 1,199 10,923 

Ⅱ 連結売上高         54,073 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.4 2.5 3.1 2.2 20.2

  (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
北米 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

その他の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 6,420 1,800 1,846 1,088 11,155 

Ⅱ 連結売上高         59,979 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

10.7 3.0 3.1 1.8 18.6

  (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  
北米 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

その他の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 12,619 3,034 3,328 2,426 21,407 

Ⅱ 連結売上高         107,779 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

11.7 2.8 3.1 2.3 19.9



(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 (共通支配下の取引) 

Ⅰ.株式交換による共通支配下の取引 

1.結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的根拠、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容 

①結合企業(株式交換完全親会社) 

②被結合企業(株式交換完全子会社) 

(2)企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

日本電気株式会社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換を実施いたしました。株式交換

後の完全子会社の名称は、ＮＥＣインフロンティア株式会社であります。 

(3)取引の目的を含む取引の概要 

当社は、今後日本電気株式会社のコア事業であるＩＴ・ネットワーク統合ソリューション事業の一領域

を担当する中核会社となるため、日本電気株式会社の一体的な事業運営の強化を図ることを目的とし、平

成18年５月１日に株式交換を実施し完全子会社となりました。また、当社株式は、東京証券取引所(市場第

一部)の株式上場廃止基準に従い、平成18年４月25日付で上場廃止となっております。 

2.実施した会計処理の概要 

株式交換により自己株式に割当てられた日本電気株式会社株式を親会社株式として計上しております。 

  

Ⅱ.会社分割による共通支配下の取引 

1.結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的根拠、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容 

①結合企業(吸収分割承継会社) 

②被結合企業(吸収分割会社) 

名称 ： 日本電気株式会社 

事業の内容 ： コンピュータ、通信機器、ソフトウェアなどの製造および販売ならび
に関連サービスの提供を含むＩＴ・ネットワークソリューション事業 

名称 ： ＮＥＣインフロンティア株式会社 

事業の内容 ： 情報通信システム、業務用端末機器などの開発、製造、販売なら
びにシステムソリューション事業 

名称 ： ＮＥＣインフロンティア株式会社 

事業の内容 ： 情報通信システム、業務用端末機器などの開発、製造、販売なら
びにシステムソリューション事業 

名称 ： 日本電気株式会社 

事業の内容 ： コンピュータ、通信機器、ソフトウェアなどの製造および販売ならび
に関連サービスの提供を含むＩＴ・ネットワークソリューション事業 



(2)企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社が日本電気株式会社から承継事業を継承する分社型吸収分割であり、結合後企業の名称は、ＮＥＣ

インフロンティア株式会社となっております。 

(3)取引の目的を含む取引の概要 

本会社分割は、グローバルな競争激化が予想される企業ネットワーク市場のＩＰテレフォニー領域にお

いて、日本電気株式会社のＩＰネットワーク技術と当社の通信端末技術の融合・強化、ＩＰテレフォニー

製品の開発の効率化、スピードアップを図り、より競争力の高い製品を市場に投入していくため、日本電

気株式会社のＩＰテレフォニー製品の開発、生産、販売および保守に係る事業を当社に統合することを目

的とするものであり、日本電気株式会社のビジネスネットワーク事業部（ただし、防衛庁向けに個別かつ

専用に開発したものを除く。）の事業を譲受けております。 

当該分割に際して、当社が日本電気株式会社から承継した資産は、63億2千8百万円であり、当社は普通

株式22,004,000株を新たに発行し、その全てを日本電気株式会社に交付しております。 

2.実施した会計処理の概要 

当社が、日本電気株式会社より受け入れた資産は、分割期日の前日に付された適正な帳簿価額により計

上しております。また、移転事業に係る株主資本相当額は払込資本として処理しており、増加すべき払込

資本の内訳項目は、会社法の規定に基づいて決定しております。会社分割に要した支出額は、発生時の中

間連結会計期間の費用としております。 



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 250.92円 262.86円 258.16円 

１株当たり中間（当

期）純利益又は中間

純損失（△） 

3.31円 △  0.49円 9.12円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当

期)純利益 

3.30円 ――――― 9.12円 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表

の純資産の部の合計

額 

――――― 
39,120百万円 

――――― 

普通株式に係る 

純資産額 
――――― 39,095百万円 ――――― 

差額の主な内訳       

 新株予約権 ――――― ――――― ――――― 

 少数株主持分 ――――― 25百万円 ――――― 

普通株式の発行済 

株式数 
――――― 148,728(千株) ――――― 

普通株式の自己 

株式数 
――――― ――――― ――――― 

１株当たり純資産の

算定に用いられた普

通株式の数 

――――― 148,728(千株) ――――― 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結損益計算書

上の中間（当期）純

利益又は中間純損失

（△） 

415百万円 △  67百万円 1,147百万円 

普通株式に係る 

中間（当期）純利益 

又 は 中 間 純 損 失

（△） 

415百万円 △  67百万円 1,147百万円 

普通株主に帰属しな

い金額の主要な内訳 
――――― ――――― ――――― 

普通株式の期中平均

株式数 
125,777(千株) 137,565(千株) 125,764(千株) 

中間（当期）純利益

調整額 
――――― ――――― ――――― 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益の算定に用い

られた普通株式増加

数の主要な内訳 

新株予約権 44（千株） ――――― 72（千株） 

普通株式増加数 44（千株） ――――― 72（千株） 



  

  

(重要な後発事象) 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

希薄化効果を有しな

いため、潜在株式調

整後１株当たり中間

（当期）純利益の算

定に含めなかった潜

在株式の概要 

平成12年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式） 

普通株式388(千株) 

平成13年６月28日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式） 

普通株161(千株) 

平成14年６月27日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権） 

普通株式121(千株) 

  

  

  

  

  

  

――――― 

  

  

  

  

  

平成12年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式） 

普通株式377(千株) 

平成13年６月28日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式） 

普通株式157(千株) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
――――― ――――― 

１ 会社分割によるＩＰテレフォニー

事業の統合 

 当社は、平成18年５月26日開催

の取締役会において、日本電気株

式会社との間で、同社のビジネス

ネットワーク事業部が担当してい

る通信システム、機器及びソフト

ウェア(ただし、防衛庁向けに個

別かつ専用に開発したものを除

く。)の開発、生産、販売及び保

守に係る事業(以下「承継事業」

という。)の権利義務を承継する

ため、会社法第2条第29号の規定

に基づく吸収分割を行うことを決

議するとともに、同日付けで会社

分割契約を締結いたしました。 

（１）事業統合及び会社分割の目

的 

 本会社分割は、グローバルな競

争激化が予想される企業ネットワ

ーク市場のＩＰテレフォニー領域

において、日本電気株式会社のＩ

Ｐネットワーク技術と当社の通信

端末技術の融合・強化、ＩＰテレ

フォニー製品の開発の効率化、ス

ピードアップを図り、より競争力

の高い製品を市場に投入していく

ため、日本電気株式会社のＩＰテ

レフォニー製品の開発・製造に係

る事業を当社に統合することを目

的とするものです。 

  



  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
――――― ――――― 

（２）事業統合の方法 

 平成18年７月１日を効力発生日

として、当社が日本電気株式会社

から承継事業を承継する吸収分割

を行うものです。 

（３）株式の割当 

 当該分割に際して、当社が日本

電気株式会社から承継する資産

は、平成18年３月31日現在で約52

億円であり、当社は普通株式

22,004,000株を新たに発行し、そ

の全てを日本電気株式会社に交付

します。なお、承継する権利義務

は、平成18年３月31日現在の日本

電気株式会社の貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、これ

に効力発生日の前日までの増減を

加除したものとします。 

（４）事業統合会社の概要 

（５）分割期日 

 平成18年７月１日（予定） 

商号 ＮＥＣインフロンテ

ィア株式会社 

事業内容 情報通信システム、

業務用端末機器など

の開発、製造、販売

ならびにシステムソ

リューション事業 

本店所在

地 

神奈川県川崎市 

代表者 代表取締役 

 木内和宣 

資本金 承継による資本金の

増加はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

1.現金及び預金   1,574    922   1,075    

2.受取手形 
※３ 

※６ 
397    1,036   342    

3.売掛金   15,255    21,572   15,362    

4.たな卸資産   8,815    10,927   8,199    

5.預け金   －    6,002   2,400    

6.その他   4,416    3,996   3,539    

7.貸倒引当金   △139    △55   △89    

流動資産合計     30,319 55.8  44,401 65.9   30,829 57.0

Ⅱ 固定資産                

1.有形固定資産 ※１              

(1)建物及び 
  構築物 

  3,325   3,156 3,209    

(2)その他   419    1,207   423    

計   3,745   4,364 3,632    

2.無形固定資産                

(1)ソフト 
  ウェア 

  3,281   2,527 2,430    

(2)その他   107    22   37    

計   3,389    2,550   2,467    

3.投資その他の 
 資産 

         

(1)投資 
  有価証券 

  7,036   7,889 7,951    

(2)長期 
  貸付金 

  2,792    737   2,889    

(3)繰延税金 
  資産 

  5,127   5,656 4,939    

(4)その他   2,777    2,002   1,561    

(5)貸倒 
  引当金 

  △912    △177   △190    

計   16,821    16,107   17,152    

固定資産合計     23,955 44.1  23,022 34.1   23,253 43.0

Ⅲ 繰延資産     58 0.1  ― ―   ― ―

資産合計     54,333 100.0  67,423 100.0   54,082 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

1.支払手形 ※６ 1,564    1,552   1,385    

2.買掛金   12,834    18,319   12,139    

3.短期借入金 ※５ 400    3,250   3,400    

4.未払費用   2,975    3,934   3,693    

5.訴訟損失 
 引当金 

  26   ― ―   

6.その他 
※４ 

※６ 
1,535    1,783   1,625    

流動負債合計     19,337 35.6  28,839 42.8   22,243 41.1

Ⅱ 固定負債                

1.長期借入金   3,350    100   150    

2.退職給付 
 引当金 

  1,984   2,573 2,164   

3.その他   338    39   47    

固定負債合計     5,672 10.4  2,712 4.0   2,362 4.4

負債合計     25,009 46.0  31,551 46.8   24,606 45.5

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     10,331 19.0  ― ―   10,331 19.1

Ⅱ 資本剰余金                

1.資本準備金   9,350    ―   9,367    

資本剰余金合計     9,350 17.2  ― ―   9,367 17.3

Ⅲ 利益剰余金                

1.利益準備金   1,391    ―   1,391    

2.任意積立金   7,945    ―   7,945    

3.中間（当期） 
 未処分利益 

  863   ― 1,011   

利益剰余金合計     10,200 18.8  ― ―   10,348 19.1

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    △4 △0.0 ― ―   △3 △0.0

Ⅴ 自己株式     △554 △1.0  ― ―   △568 △1.0

資本合計     29,323 54.0  ― ―   29,476 54.5

負債・資本合計     54,333 100.0  ― ―   54,082 100.0

            



  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 

注
記 
番
号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

1.資本金     ― ―  10,331 15.3   ― ―

2.資本剰余金                

(1)資本 
  準備金 

  ―   9,367 ―   

(2)その他 
  資本剰 
  余金 

  ―   6,367 ―   

 資本剰余金 
 合計 

    ― ―  15,735 23.3   ― ―

3.利益剰余金                

(1)利益 
  準備金 

  ―   1,391 ―   

(2)その他 
  利益 
  剰余金 

          

  圧縮記帳 
  積立金 

  ―    1,458   ―    

 別途積立金   ―    6,322   ―    

  繰越利益 
  剰余金 

  ―    705   ―    

 利益剰余金 
 合計 

    ― ―  9,876 14.7   ― ―

株主資本合計     ― ―  35,943 53.3   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

1.その他 
 有価証券 
 評価差額金 

    ― ― △71 △0.1   ― ―

評価・換算差額 
等合計 

    ― ― △71 △0.1   ― ―

純資産合計     ― ―  35,872 53.2   ― ―

負債純資産合計     ― ―  67,423 100.0   ― ―

            



② 【中間損益計算書】 

  

  
  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     41,606 100.0  50,586 100.0   83,504 100.0

Ⅱ 売上原価     33,432 80.4  41,136 81.3   67,522 80.9

売上総利益     8,173 19.6  9,450 18.7   15,982 19.1
Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

    8,244 19.8 9,813 19.4   16,469 19.7

営業損失     70 △0.2  363 △0.7   487 △0.6

Ⅳ 営業外収益                

受取利息   24    24   45    

その他   337 362 0.9 515 539 1.0 1,298 1,343 1.6

Ⅴ 営業外費用                

支払利息   30    26   60    

その他   84 115 0.3 76 102 0.2 108 168 0.2

経常利益     175 0.4 73 0.1   688 0.8
Ⅵ 特別利益                

固定資産売却益 ※１ 2    0   346    
投資有価証券 
売却益 

  ―   1 44   

子会社清算益   ―   7 ―   
その他   ― 2 0.0 2 11 0.0 0 391 0.5

Ⅶ 特別損失                
固定資産除却損 
固定資産売却損 

※２ 
※３ 

6 
0 

  
14
―

117 
0 

  

投資有価証券 
評価損 

  0   16 64   

子会社清算損   ―   139 ―   
減損損失 ※４ 1    ―   1    
電話加入権 
評価損 

  45   ― 45   

過年度損益 

修正損 
※５ ― 53 0.1 ― 170 0.3 16 244 0.3

税引前中間（当
期）純利益又は 
税引前中間純損
失（△） 

    125 0.3 △85 △0.2   835 1.0

法人税、住民税 
及び事業税 

※７ 71   △105 199   

法人税等調整額 ※７ △11 60 0.1 115 9 0.0 12 211 0.3
中間（当期） 
純利益又は中間 
純損失(△) 

    65 0.2 △95 △0.2   623 0.7

前期繰越利益     800       800  
自己株式処分差
損 

    1   34 

中間配当額     ―       377  
中間（当期） 
未処分利益 
  

    863   1.011 



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 10,331 9,367 ― 9,367 

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行     6,328 6,328 

 自己株式の処分     39 39 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 6,367 6,367 

平成18年９月30日残高(百万円) 10,331 9,367 6,367 15,735 

  株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 圧縮記帳 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益剰

余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,391 1,517 6,428 1,011 10,348 △568 29,479

中間会計期間中の変動額        

 新株の発行       6,328

 自己株式の処分      568 607

 剰余金の配当    △377 △377  △377

 中間純損失    △95 △95  △95

 圧縮記帳積立金の取崩  △59  59 ―  ―

 別途積立金の取崩   △106 106 ―  ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― △59 △106 △306 △472 568 6,463

平成18年９月30日残高(百万円) 1,391 1,458 6,322 705 9,876 ― 35,943

  評価・換算差額等 純資産合計 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 

差額金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △3 △3 29,476 

中間会計期間中の変動額       

 新株の発行     6,328 

 自己株式の処分     607 

 剰余金の配当     △377 

 中間純損失     △95 

 圧縮記帳積立金の取崩     ― 

 別途積立金の取崩     ― 

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △67 △67 △67 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △67 △67 6,395 

平成18年９月30日残高(百万円) △71 △71 35,872 



  

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

…移動平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は、

移動平均法により算

定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部

純資産直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は、全部資本

直入法により処理

し、売却原価は、移

動平均法により算

定) 

  時価のないもの 

…移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

…時価法 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

  (3) たな卸資産 

商品 

…個別法による原価法 

製品 

…総平均法による低価法 

仕掛品、原材料 

…総平均法による低価

法。但し、工事に係わ

るものについては個別

法による原価法 

貯蔵品 

…最終仕入原価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産……定率法 

 但し、平成10年4月1日以

降に取得した建物（建物付

随設備を除く）については

定額法。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっているが、機械装

置及び工具器具備品の一部

については会社所定の合理

的耐用年数(機械装置につ

いては約45％、工具器具備

品については約40％短縮)

を設定しております。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  無形固定資産……定額法 

 営業権については、５年

間にわたる均等償却。販売

目的のソフトウェアについ

ては、当社製品の販売可能

な有効期間（3～5年）に基

づく定額法。自社利用のソ

フトウェアについては、社

内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法。 

無形固定資産……主として

定額法 

 販売目的のソフトウェア

については、当社製品の販

売可能な有効期間（3～5

年）に基づく定額法。自社

利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可

能期間(3～5年)に基づく定

額法。 

  

無形固定資産……定額法 

 営業権については、５年

間にわたる均等償却。販売

目的のソフトウェアについ

ては、当社製品の販売可能

な有効期間（3～5年）に基

づく定額法。自社利用のソ

フトウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法。 

  

３ 繰延資産の処理方

法 

 開発費については、繰延

資産に計上し、商法施行規

則の規定する最長期間(５

年間)で均等償却しており

ます。 

――――― 開発費については、繰延

資産に計上し、商法施行規

則の規定する最長期間(５

年間)で均等償却しており

ます。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売掛金、貸付金等の債権

の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実

績率法により、貸倒懸念債

権及び破産更生債権等につ

いては財務内容評価法によ

り計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（14年）によ

る定額法により按分した額

を発生年度から費用処理す

ることとし、数理計算上の

差異については、各期の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（14年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ

発生の翌期より費用処理し

ております。 

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（11年）によ

る定額法により按分した額

を発生年度から費用処理す

ることとし、数理計算上の

差異については、各期の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（11年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ

発生の翌期より費用処理し

ております。 

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（14年）によ

る定額法により按分した額

を発生年度から費用処理す

ることとし、数理計算上の

差異については、各期の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（14年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ

発生の翌期より費用処理し

ております。 



  
  
項目 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    

(追加情報） 

 従業員の平均残存勤務期

間の短縮に伴い、過去勤務

債務及び数理計算上の差異

の費用処理年数の見直しを

行った結果、当中間会計期

間より費用処理年数を14年

から11年に変更しておりま

す。この結果、従来の方法

によった場合と比較して、

当中間会計期間における過

去勤務債務及び数理計算上

の差異の費用処理額の合計

額が136百万円増加してお

ります。 

  

  (3) 役員退職慰労引当金 

――――― 

（追加情報） 

 当社は平成17年６月22日

開催の株主総会終結の時を

もって役員退職慰労金制度

を廃止することを決議致し

ました。これにより、役員

退職慰労金制度廃止日まで

の在任期間に応じた役員退

職慰労金（47百万円）を、

固定負債の「その他」に含

めて表示しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

――――― 

  

(3) 役員退職慰労引当金 

 ――――― 

（追加情報） 

 当社は平成17年６月22日

開催の株主総会終結の時を

もって役員退職慰労金制度

を廃止することを決議致し

ました。これにより、役員

退職慰労金制度廃止日まで

の在任期間に応じた役員退

職慰労金（47百万円）を、

固定負債の「その他」に含

めて表示しております。 

  （4）訴訟損失引当金 

 訴訟に対する損失に備え

るため損失見込額を計上し

ております。 

（4）訴訟損失引当金 

 ――――― 
  

（4）訴訟損失引当金 

 ――――― 

  

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 



  

  

  
項目 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 

  

①ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満た

す金利スワップ取引につ

いては、すべて特例処理

の要件を満たしているた

め、特例処理によってお

ります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

 ヘッジ対象…借入金の利

息 

③ヘッジ方針 

 金利変動リスクのある負

債については、社内規程

に基づき、金利スワップ

により金利変動リスクを

ヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため有

効性の判定を省略していま

す。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

  

③ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

  

③ヘッジ方針 

同左 
  
  
  
  
  
  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  
項目 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

        

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しており

ます。 

 これにより遊休の土地を減損してお

り税引前中間純利益が１百万円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表規則に基づき、

直接控除しております。 

――――― 

  

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号）を適用しておりま

す。 

 これにより遊休の土地を減損してお

り税引前当期純利益が１百万円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表規則に基づき、直接

控除しております。 

（退職給付に係る会計基準） 

 当中間会計期間より「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正（企業会計

基準第３号 平成17年３月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３月16

日）を適用しております。 

 これによる当中間会計期間の損益に

与える影響はありません。 

――――― 

  

 （退職給付に係る会計基準） 

 当事業年度より「『退職給付に係る

会計基準』の一部改正（企業会計基準

第３号  平成17年３月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３月16

日）を適用しております。 

 これによる当事業年度の損益に与え

る影響はありません。 



  
  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― 
  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）並びに改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 最終改正平成18年８月11日 企

業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号）を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する額は「純資産の部」の合計と

同額であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

――――― 
  

  （企業結合に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。  

  



表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「預け金」（前中間会計期間

1,500百万円）については、資産の総額の100分の5超と

なったため、当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。 



  
  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産減

価償却累計額 

3,681百万円 7,255百万円 3,748百万円 

２ 偶発債務 

(1) 保証先 

NEC Infrontia Ltd. 

308百万円

(1,550千ポンド)

NEC Infrontia B.V. 

       142百万円 

(1,050千ユーロ)

合計       451百万円

NEC Infrontia Ltd. 

342百万円

(1,550千ポンド)

 

           

NEC Infrontia Ltd. 

318百万円

(1,550千ポンド)

NEC Infrontia B.V. 

157百万円

(1,100千ユーロ)

合計     475百万円 

(2) 内容  NEC Infrontia Ltd.とNEC 

Infrontia B.V.は借入に伴

う債務保証であります。 

 借入に伴う債務保証であ

ります。 

 NEC Infrontia Ltd.と

NEC Infrontia B.V.は借入

に伴う債務保証でありま

す。 

※３ 輸出為替手形割

引高 
9百万円 7百万円 60百万円 

※４ 消費税等の取扱

い 

未払消費税等について

は、125百万円を流動負債

の「その他」に含めて表示

しております。 

未払消費税等について

は、 316百万円を流動負債

の「その他」に含めて表示

しております。 

未払消費税等について

は、256百万円を流動負債

の「その他」に含めて表示

しております。 

※５ 当座貸越契約及

び貸出コミットメ

ント契約 

  

運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行３行と

当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結して

おります。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越限度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

17,000 

百万円 

借入実行残高    ― 

百万円 

差引額 17,000 

百万円 

運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行１行と

当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく

当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであ

ります。 

  

当座貸越限度 4,000 

百万円 

借入実行残高   ― 

百万円 

差引額 4,000 

百万円 

運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行３行と

当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結して

おります。これら契約に基

づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越限度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

9,000 

百万円 

借入実行残高     ― 

百万円 

差引額 9,000 

百万円 

※６ 中間会計期間末

日満期手形の会計

処理 

――――― 中間会計期間末日満期手

形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処

理しております。 

なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれており

ます。 

  

受取手形 36百万円

支払手形 415百万円

設備関係 

支払手形 
0百万円

――――― 



  
(中間損益計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却益

の主要項目 

工具器具備品

売却益 
2百万円

工具器具備品

売却益 
0百万円

    

工具器具備品 

売却益 
6百万円

機械装置売却益 0 

土地売却益 339 

※２ 固定資産除却損

の主要項目 

建物除却損 5百万円

工具器具備品 

除却損 
0 

機械装置除却損 0 

建物除却損 0百万円

工具器具備品 

除却損 
11 

機械装置除却損 1 

建物除却損 5百万円

工具器具備品 

除却損 
109 

機械装置除却損 1 

※３ 固定資産売却損

の主要項目 

車両運搬具 

売却損 
0百万円

――――― 

  
 

――――― 

  

※４ 減損損失 当中間会計期間におい

て、以下の資産について減

損損失しております。 

当社は、事業用資産につ

いては継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の

区分を基礎とし、キャッシ

ュ・フローが相互に関連す

る資産はまとめてひとつの

資産グループとしておりま

す。また、遊休資産につい

ては個別物件ごとにグルー

ピングしております。 

市場価格の著しい下落に

より、遊休資産に区分され

ている上記資産について、

帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計

上しております。なお、遊

休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定して

おり、正味売却価額は原則

として不動産鑑定評価額に

基づき、重要性が乏しい不

動産については適切に市場

価格を反映していると考え

られる指標に基づいて算定

しております。 

場所 
山梨県南都留郡

忍野村 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

減損損失 １百万円 

    ――――― 

  

当事業年度において、以

下の資産について減損損失

しております。 

当社は、事業用資産につ

いては継続的に収支の把握

を行っている管理会計上の

区分を基礎とし、キャッシ

ュ・フローが相互に関連す

る資産はまとめてひとつの

資産グループとしておりま

す。また、遊休資産につい

ては個別物件ごとにグルー

ピングしております。 

市場価格の著しい下落に

より、遊休資産に区分され

ている上記資産について、

帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計

上しております。なお、遊

休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定して

おり、正味売却価額は原則

として不動産鑑定評価額に

基づき、重要性が乏しい不

動産については適切に市場

価格を反映していると考え

られる指標に基づいて算定

しております。 

場所 
山梨県南都留郡 

忍野村 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

減損損失 １百万円 

※５  過年度損益修正

損 

  

――――― 

  

――――― 

  

前期以前の売掛金計上額

の修正によるものでありま

す。 

  ６  減価償却実施

額 

有形固定資産 179百万円

無形固定資産 1,530 

有形固定資産 224百万円

無形固定資産 944 

有形固定資産 373百万円

無形固定資産 2,751 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※７ 納付税額及び法

人税等調整額の計

算 

(追加情報) 

当中間会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による圧縮積

立金の取り崩しを前提とし

て当中間会計期間に係る金

額を計算しております。 

(追加情報) 

 同左 

――――― 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 995,023 11,174 1,006,197 － 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 11,174株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの行使による減少  45,000株

 株式交換による減少 961,197株



(リース取引関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額 

 及び中間期末残高相当額 

  

  

有形固定
資産  

(機械装置
及び 
運搬具)
(百万円)

有形固定
資産 

 (工具器
具備品) 
  

(百万円) 

無形固定
資産 
（ソフト
ウェア） 
  

(百万円) 

  
  
合計 
  
  

(百万円)

取得 
価額 
相当額 

51 1,210 428 1,690

減価 
償却 
累計額 
相当額 

44 461 150 656

中間 
期末 
残高 
相当額 

6 748 278 1,034

①リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額 

 及び中間期末残高相当額 

  

 

有形固定
資産  

(機械装置
及び 
運搬具)
(百万円)

有形固定
資産 

 (工具器
具備品)
  

(百万円)

無形固定
資産 

（ソフト
ウェア）
  

(百万円)

  
合計 
  
  

(百万円)

取得
価額 
相当額

8 1,284 459 1,752

減価
償却 
累計額
相当額

8 397 237 643

中間
期末 
残高 
相当額

0 887 222 1,109

①リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額 

 及び期末残高相当額 

  

 

有形固定
資産  

(機械装置
及び 
運搬具) 
(百万円) 

有形固定
資産 

 (工具器
具備品) 
  

(百万円) 

無形固定
資産 

（ソフト
ウェア） 
  

(百万円) 

  
  
合計 
  
  

(百万円)

取得
価額 
相当額

51 1,293 428 1,774

減価
償却 
累計額
相当額

49 435 193 677

期末
残高 
相当額

2 858 235 1,096

  ②未経過リース料中間期末

残高相当額 

１年以内 763百万円

１年超 279 

合計 1,043 

②未経過リース料中間期末

残高相当額 

１年以内 692百万円

１年超 427 

合計 1,119 

②未経過リース料期末残高

相当額 

１年以内 664百万円

１年超 441 

合計 1,106 

  ③支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース
料 

359百万円

減価償却費 
相当額 

341百万円

支払利息 
相当額 

17百万円

③支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース
料 

454百万円

減価償却費
相当額 

401百万円

支払利息
相当額 

17百万円

③支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース
料 

738百万円

減価償却費 
相当額 

702百万円

支払利息 
相当額 

35百万円

  ④減価償却費相当額及び利

息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算

定方法 

…リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零

とする定額法によっ

ております。 

④減価償却費相当額及び利

息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算

定方法 

 同左 

④減価償却費相当額及び利

息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算

定方法 

 同左 

  ・利息相当額の算定方法 

…リース料総額とリー

ス物件の取得価額相

当額との差額を利息

相当額とし、各期へ

の配分方法について

は、利息法によって

おります。 

・利息相当額の算定方法 

 同左 

・利息相当額の算定方法 

 同左 



  
(有価証券関係) 

１ 前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

２ 当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

３ 前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

  当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

(1)中間連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
――――― ――――― 

１ 会社分割によるＩＰテレフォニー

事業の統合 

当社は、平成18年５月26日開催

の取締役会において、日本電気株

式会社との間で、同社のビジネス

ネットワーク事業部が担当してい

る通信システム、機器及びソフト

ウェア(ただし、防衛庁向けに個別

かつ専用に開発したものを除く。)

の開発、生産、販売及び保守に係

る事業 (以下「承継事業」とい

う。)の権利義務を承継するため、

会社法第2条第29号の規定に基づく

吸収分割を行うことを決議すると

ともに、同日付けで会社分割契約

を締結いたしました。 

会社分割の概要は、「第５経理の

状況１ 連結財務諸表等（1）連結

財務諸表(重要な後発事象)」に記

載のとおりであります。 

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1)臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号に基づく臨時報告書（日本電気株式会社との間で会社分割

契約を締結）を平成18年６月２日関東財務局長に提出 

(2)有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第111期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月22日関東財務局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成17年11月21日

ＮＥＣインフロンティア株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＮＥＣ

インフロンティア株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＮＥＣインフロンティア株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の方法の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用して

いるため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   伊 藤     晶   印 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   市 川  一 郎   印 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成18年11月21日

ＮＥＣインフロンティア株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＮＥＣ

インフロンティア株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4

月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＮＥＣインフロンティア株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、国内連結子会社１社は、当中間連結会計期間より退職給付債務の計算方

法を簡便法から原則法へ変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   市 川  一 郎   印 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   伊 藤     晶   印 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   岩 本  宏 稔   印 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成17年11月21日

ＮＥＣインフロンティア株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＮＥＣ

インフロンティア株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第111期事業年度の中間会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＮＥＣインフロンティア株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の方法の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用している

ため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   伊 藤     晶   印 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   市 川  一 郎   印 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保

管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成18年11月21日

ＮＥＣインフロンティア株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＮＥＣ

インフロンティア株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第112期事業年度の中間会計期間（平成18年4月

1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＮＥＣインフロンティア株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   市 川  一 郎   印 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   伊 藤     晶   印 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   岩 本  宏 稔   印 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管

しております。 
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